
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１０月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９函第３８号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２１年６月２８日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 北海道函館市大森浜 渡島住吉港東防波堤灯台から真方位０３０°１,５

１０ｍ付近 

（概位 北緯４１°４５.９′ 東経１４０°４３.９′） 

事故等調査の経過  平成２１年７月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務所）

ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第１７進
しん

勝
しょう

丸、３.５２トン 

 ＨＫ３－８７４５５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 舵板曲損 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、大森浜沖で定置網の投網を終え、函館

市住吉漁港に向け、約６km/h の速力で手動操舵により帰航中、平成２１年

６月２８日０７時３０分ごろ、砂浜に乗り揚げた。 

 本船は、重機により陸揚げの後、修理された。 

 気象・海象 気象：天気 霧（濃霧注意報発表中）、風向 南東、風力 １、視界 不良

海象：波 ほとんどなし、海上は穏やか 

 その他の事項  本船にはＧＰＳ、レーダー等の航海計器及び海図が備えられていなかっ

た。 

 本船には無線機等の通信設備が備えられておらず、船長は携帯電話等を

所持していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

あり 

 本船は、平素と同様にやまだてにより、陸岸に沿

って航行中、霧により視界が制限され、陸岸に接近

しすぎたことに気付かなかったものと考えられる。

 船長は、霧により視界が制限された際、投錨仮泊

して視界の回復を待つことなく、低速で航行すれば

帰港できるものと判断し、航行を続けたものと考え

られる。 

原因  本事故は、本船が住吉漁港沖を航行中、霧により視界が制限された際、

船長が投錨仮泊して視界の回復を待つことなく函館市大森浜陸岸に沿って

航行を続けたため、砂浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられ

る。 

 




